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１ 　相続税の課税価格の計算における債務控除について、以下の⑴及び⑵の問に答えなさい。

⑴　相続税の課税価格の計算に当たり債務控除をすることができる範囲について、次の①

及び②の区分に応じて説明しなさい。

①　無制限納税義務者（相続税法第 １条の ３第 １項第 １号又は第 2号の規定に該当する

者をいう。）及び相続開始の時において相続税法の施行地に住所を有する特定納税義

務者（相続税法第 １条の ３第 １項第 ４号の規定に該当する者をいう。以下同じ。）

②　制限納税義務者（相続税法第 １条の ３第 １ 項第 ３号の規定に該当する者をいう。）

及び相続開始の時において相続税法の施行地に住所を有しない特定納税義務者

⑵　相続税の課税価格の計算に当たり債務控除をすることができる債務の意義について説

明しなさい。ただし、公租公課の税目等については、説明を要しない。

2　次の設例に基づき、以下の⑴から⑶までの問に答えなさい。

〔設例〕

被相続人甲（ドイツ連邦共和国籍）は、ドイツ連邦共和国内に住所を有していたが、

平成28年 ４ 月20日に死亡し、相続人は全員同日中にその事実を知った。

甲の相続人は、乙、丙及び丁の ３名であり、国籍及び甲の相続開始の時における住所

地は、次の表のとおりである。

なお、甲は、平成26年 ３ 月３１日まで日本国内（Ａ市）に住所を有しており、Ａ市に

は、甲が所有する同日まで居住の用に供していた土地及び建物があり、また、日本国内

にある甲の遺産のほとんどがＡ市に所在している。

相　続　人 国　　　籍 住　所　地

乙 日本国 日本国内（Ｂ市）

丙 ドイツ連邦共和国 ドイツ連邦共和国内

丁 ドイツ連邦共和国 日本国内（Ｃ市）

（注）１ �　丙は、日本国内（Ｄ市）を納税地と定め、被相続人甲の死亡に係る相続税の

申告書の提出期限までに納税管理人の届出をしている。

2 �　丁は、平成28年 8 月 １ 日に納税管理人の届出をせず、ドイツ連邦共和国へ転

居し、同日後は、日本国内に住所及び居所を有していない。

⑴　相続税の納税地に関する相続税法の規定について説明しなさい。

⑵　相続税の期限内申告書の提出義務者及び提出期限に関する相続税法の規定について

説明しなさい。ただし、相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の期限

内申告書の提出義務者及び提出期限については、説明を要しない。

⑶　乙、丙及び丁の被相続人甲の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出先及び提出期

限について答えなさい。ただし、提出期限の回答に当たっては、土曜日、日曜日、祝

日及び休日を考慮する必要はない。


